
令和４年度生涯学習振興・社会教育行政関係職員等研修【学習プログラム研修（第４回）兼 

基礎研修受講者・学習プログラム研修受講者合同交流会】実施要項 

 

 

１ 趣旨 

県内市町の生涯学習振興・社会教育行政関係職員等に対し，職務等に対応した研修を実施し，

職員としての専門的な知識・技能，資質の向上を図る。 

 

２ 主催  

広島県教育委員会（広島県立生涯学習センター） 

 

３ ねらい  

  ○学習プログラム研修受講者…それぞれの実践について交流することで，自らの事例について

他の参加者から意見を聞いて深めたり，幅広い事例を学んだり

する。 

  ○基礎研修受講者     …学習プログラム研修受講者の発表から学ぶことで，自らの今後

の取組の参考とする。 

  ○共通          …受講者同士のネットワークを構築する。 

 

４ 対象，定員 

(1) 対象 

   令和４年度に次の研修のいずれかを受講した者 

・学習プログラム研修（第１回～第３回） 

・基礎研修 

※学習プログラム研修は全４回の連続講座となっているため，学習プログラム研修（第１回～ 

第３回）受講者は，原則として受講してください。用務の都合等により受講が難しい場合は，

当センターまで連絡してください。 

(2) 定員 

100人程度 

※受講申込みが多い場合は人数を調整させていただくことがあります。 

 

５ 実施方法 

集合・対面研修 

会場合人社ウェンディひと・まちプラザ（広島市まちづくり市民交流プラザ） 

北棟５階 研修室 A・B・C 

（住所：広島市中区袋町６番 36号） 

    ※新型コロナウイルス感染拡大の状況から急遽オンライン研修へ変更させていただく場合

があります。 

 

 

 

 

 

 

 



 

６ 日程・内容  

  令和４年 12月 16日（金）13:30～16:00【受付 13:00～】 

日時 内容  講師等 

13：30～13：40 オリエンテーション 

大分大学教育マネジメント機構  

基盤教育センター 

教授 岡田 正彦 

 

 

広島県立生涯学習センター 

職員等 

13：40～15：10 

[交流]学習プログラムの実践について 

受講者が実践している学習プログラムについて取組

紹介を行った後，意見交流を行います。 

15：10～15：20 休憩 

15：20～15：50 

[総評]学習プログラムの企画・立案について 

学習プログラムの作成について，ポイントをもとに

ふり返り，理解を深めます。 

15：50～16：00 事務連絡 

※事前課題として，市町や施設での取組について【事業シート】に記載し提出していただきます（学

習プログラム研修（第１回～第３回）受講者のみ）。[交流]の時間には，その記載内容をもとに取

組紹介と意見交流を行います。 

※取組紹介を行うのは，学習プログラム研修（第１回～第３回）受講者のみです。基礎研修受講者は，

取組紹介は行いませんが，グループでの意見交流に参加していただきます。 

 

７ 受講申込 

(1) 申込方法（広島県電子申請システム） 

    別紙「研修受講の留意事項」を確認し，所属長の許可を得た上で，パソコン，タブレットまたは 

スマートフォン等を使用して，「広島県電子申請システム」から申し込んでください。 

 【広島県電子申請システム（学習プログラム研修受講申込用アドレス）】 

https://s-kantan.jp/pref-hiroshima-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=10965 

 

(2) 受講決定方法等 

    受講申込完了後に，電子申請システムでの受講申込時に記入したメールアドレス宛に届く「申込

完了通知メール」をもって，受講決定の通知とします。 

 

(3) 申込期限 

   令和４年11月24日（木）午後５時まで 

※受講申込みが多い場合は人数を調整させていただくことがあります。 

 

８ 問い合わせ先 

広島県立生涯学習センター  

〒730-0052 広島市中区千田町三丁目７－47 

電話 082-248-8848 ファクシミリ 082-248-8840 

電子メール sgcshinkou@pref.hiroshima.lg.jp  
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